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さくら市農業委員会総会議事録（平成３１年２月定例総会） 

 

１．開催日時 平成３１年２月２５日（月）午後１時３０分から午後３時２０分 

 

２．開催場所 さくら市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 会長職務代理者 １５番  齋藤 敏一 

 委員 １番  千野根友治 

  ２番  齋藤 克之 

  ３番  関  誠 

  ５番  七久保 勉 

  ６番  石原 功江 

  ７番  小林 義和 

  ８番  꺬成 重男 

  １０番  小菅 和彦 

  １１番  見目 桂一 

  １２番  大塚 明美 

  １３番  小池 利一 

  １４番  石田多美子 

  １６番  古澤 一郎 

  １７番  小室 規雄 

  １８番  小林 功 

  １９番  舟本 幸美 

  ２０番  小川 雅之 

 

４．欠席委員（１人）  

 会長 ９番  中山 隆 

 

５．議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

    第 2 議案第 1号   非農地証明願について 

          議案第 2号   農地移動適正化あっせん申し出について 

      議案第 3号   農地法第 3条の規定による許可申請について 

          議案第 4号   農地法第 4条の規定による許可申請について 

      議案第 5号   農地法第 5条の規定による許可申請について 

      議案第 6号    農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画に 
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                          係る意見について 

      議案第 7号    平成 31年度農作業賃金標準額について         

      議案第 8号   耕作放棄地の非農地通知書交付について 

            議案第 9号    さくら市における農地等の利用の最適化の推進に関する 

                           意見書について 

      報告第 1号    農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

      報告第 2号   農地法第 3条の 3第 1項の規定による届出書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長       高野 洋 

 係長         和氣 貴子 

  

７．会議 

 事務局 高野 定刻を過ぎました。本日の出席委員は、１８名で、欠席は中山

会長 1名で、定足数に達しており総会は成立いたします。 

では、会長が欠席でありますので職務代理よりごあいさつ並び

に開会宣言をお願いいたします。 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、本日は２月定例総会ということで、もうす

ぐ田んぼの準備も始まるお忙しい中お集まりいただきましてお

疲れ様です。会長がインフルエンザということで、今日は私が議

長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

この間、２つほど研修がありましたので、この場をお借りして

ご報告させていただきます。 

まず、２月の１３日ですが推進委員の研修で足利市の農業委員

会に行って参りました。内容としましては農地バンクの取り組み

ということですが、その中で一つ印象に残った点は、すごく上手

に推進委員に働いてもらっているということです。推進委員から

報酬が少なすぎるという声があるほどとの事で、少しでも参考に

させていただきたいと思いました。 

次に、２月の１５日ですが、宇都宮市で農村女性トップリーダ

ー研修会が開かれまして、会長と私と女性農業委員さんたちで参

加してまいりました。女性に職場等でどのようにして活躍しても

らうかという研修でしたが、パネラーだったのですが、とても素

晴らしい方で、改めてじっくり話を聞いてみたいですねと話しな

がら帰ってまいりました。 

今日は不慣れなものですから、ご協力いただき慎重審議よろし

くお願いいたします。 
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それでは、ただいまからさくら市農業委員会２月定例総会を開

催いたします。 

 

 事務局 

 

 

高野 

 

 

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定に、「会

長は総会の議長となり議事を整理する。」同条第２項で、「会長に

事故あるときには、会長職務代理がこれに代わる。」とあります

ので、職務代理に議事の進行をお願いいたします。 

 

 議長 

 

齋藤 

 

それでは、はじめに議案の変更についての報告です。議案第３

号番号７番については、申請人の申出により取下げとなりました

のでご報告いたします。 

それでは、会議に先立ちまして本日書類審査及び現地調査を行

っておりますので、各調査会より報告をお願いいたします。 

第１調査会の委員長からお願いいたします。 

 

 ２番 

 

齋藤 本日午前１０時から全員出席のもと、第２号議案１件、第３号

議案１件、第５号議案１件について、書類並びに現地を調査して

参りました。後ほど担当委員より詳細報告がございますので、ご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 

 

齋藤 次に第２調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １８番 小林 本日午前９時３０分より全員出席のもと書類審査及び現地調

査を行いました。案件としては議案第１号が１件、議案第２号が

１件、議案第３号が１件、議案第５号が３件の合計６件でありま

す。詳細につきましては後ほど担当委員から説明がございますの

で、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 

 

齋藤 次に第３調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １３番 小池 午前１０時より全員出席のもと開会し、当委員会に付託されま

した議案は、議案第３号が４件、議案第４号が１件、議案第５号

が４件、議案第８号が５件合計１４件であります。議案の内容を

審査の上で現地調査をしてまいりました。内容等につきましては

後ほど担当委員より説明がございますので、ご審議のほどよろし

くお願いします。 

 

 議長 齋藤 次に第４調査会委員長の報告を求めます。 



4 

 

  

 １４番 石田 午前１０時より１名欠席のもと書類調査を行いましたが、案件

は議案第８号が３件です。後ほど担当委員より説明がございます

ので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

関 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

齋藤 

 

 

それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。 

７番の小林義和委員、８番の𠮷成重男委員を指名いたします。

それでは議事に入ります。 

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供します。番号

１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第１号番号１番について、朗読して説明する。） 

なお、非農地証明交付要領の２の（２）のアの「耕作放棄地の

うち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が

必要な土地（人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地）

であって、農業的利用を図るための条件整備（基盤整備事業の実

施、企業参入のための条件整備等）が計画されていない土地につ

いて、その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するた

めの物理的な条件整備が著しく困難な場合」に該当すると思われ

ますので、非農地証明書を交付することは問題ないと考えます。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

本日調査会において現地調査を行いました。事務局説明のとお

り農地に復元することは非常に困難であると判断いたします。ま

た周辺農地への影響につきましては、周りはすでに林野化されて

おりまして影響はないと判断いたします。皆様のご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第１号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 
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議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１８番 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

２番 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

小林 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

齋藤 

 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出につ

いて」を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第２号番号１番について、朗読して説明する。） 

この土地について、売買または貸借の相手方をあっせんして欲

しい旨の申出がありましたので、さくら市農地移動適正化あっせ

ん事業実施規程第１０条の規定に基づき、２名のあっせん委員の

選出についてお諮りします。以上です。 

 

あっせん委員の選出ですので、第２調査会の委員長より指名願

います。 

 

あっせん委員といたしまして６番石原功江委員と７番小林義

和委員を推薦いたします。 

 

それでは議案第２号番号１番のあっせん委員は、６番石原功江

委員、７番小林義和委員を指名いたします。 

続きまして、議案第２号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第２号番号２番について、朗読して説明する。） 

この土地について、栃木県農業振興公社へ売渡しの申し出があ

りました。今後、栃木県農業振興公社に一旦所有権が移りますが、

その後、栃木県農業振興公社より農業委員会に対して買い手のあ

っせん依頼がありますので、同じく２名のあっせん委員の選出に

ついてお諮りします。以上です。 

 

あっせん委員の選出ですので、第１調査会の委員長より指名願

います。 

 

あっせん委員といたしまして２番私、齋藤克之と１６番古澤一

郎委員を推薦いたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

５番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

齋藤 

 

七久保 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

それでは議案第２号番号２番のあっせん委員は、２番齋藤克之

委員と１６番古澤一郎委員を指名いたします。 

次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めま

す。 

 

（議案第３号番号１番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人は熱心に農業に取り組んでおり、又喜連川土地改良区の

理事として活躍されております。今回の売買による所有権移転に

つきましては、なんら問題は無いと判断しております。皆様のご

審議の程よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号１番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号２番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 
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議長 

 

 

５番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

５番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

齋藤 

 

 

七久保 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

齋藤 

 

七久保 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 

案内図３－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人は高齢ながら熱心に農業に取り組んでおります。今回の

売買による所有権移転につきましては、なんら問題は無しと判断

しております。皆様のご審議の程よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号２番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号３番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－３をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人は高齢ながら熱心に農業に取り組んでおります。今回の

売買による所有権移転につきましては、なんら問題は無しと判断

しております。皆様のご審議の程よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 



8 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

５番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

齋藤 

 

七久保 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号３番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号４番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号４番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－４をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人は高齢ながら熱心に農業に取り組んでおります。今回の

売買による所有権移転につきましては、なんら問題は無しと判断

しております。皆様のご審議の程よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号４番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号５番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号５番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、
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議長 

 

１７番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

１０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

小室 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

齋藤 

 

小菅 

 

 

 

 

 

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－５をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

事務局説明のとおりで、申請人がどうしても譲受人に買ってい

ただきたいということで、譲受人も農業を大きくやっております

ので問題は無いと思います。皆様のご審議の程よろしくお願いし

ます。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号５番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号６番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号６番について朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

この案件は面積５反分以上で贈与ということではございます

が、譲渡人と譲受人がご親戚関係であり、長年譲受人が耕作をし

ていたということから、特に問題はないと考えております。皆様

のご審議の程よろしくお願いします。 
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それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第３号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号６番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第３号番号７番については、取下げとなりま

したので、次に進みます。 

次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めま

す。 

 

（議案第４号番号１番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約６．７ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図４－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は非線引き都市計画区域の土地であり、日照が良好で平

坦地、隣接に日照を妨げる大木もなく、計画の面積も確保され、

道路に接道し、維持管理も容易であるため、今回の申請に至って

おります。 

計画によりますと、申請地に太陽光パネル２８８枚を設置し、

最大出力 95.04Kw の発電量を確保しようとするものです。施設

周辺は高さ 1.0mのフェンスで囲みます。雨水につきましては、

敷地内自然浸透。その他取水、排水はありません。 

資金計画。総事業費１，４３６万円は、全額自己資金にて賄う

こととしております。なお、買電単価は 19.44円であります。 

周辺農地への影響でありますが、２２日に最適化推進委員の現
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地調査、本日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえで

現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。以上のよ

うな状況ですので、皆様のご審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第４号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号番号１番は、原案どおり承認さ

れました。 

次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。番号１番から番号３番についてはいずれ

も上阿久津台地土地区画整理事業地内の所有権移転ですので一

括審議とさせていただきます。 

番号１番から３番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号１番から３番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、いずれも土地区画整理事業施行地内であり

ますので、第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合し

ているものと判断します。以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

５－１、５－２、５－３共に申請地は上阿久津台地土地区画整

理事業地内ですので場所の案内は省略させていただきます。 

３案件とも同じような内容の申請でございます。 

売買による所有権の移転、転用目的は一般住宅でございます。 

現在、申請者は賃貸住宅に住んでおります。現状の住宅では間

取りが狭くマイホームの必要性を感じ、住宅を探し、上阿久津付

近で住宅を探していたところ建売分譲地が見つかりましたので、

その取得するための申請でございます。 

土地の選定理由といたしましては、当分譲地は希望エリアであ
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り他社の建売住宅に比べ、仕様グレードが高いにもかかわらず希

望予算内に収まったことにより、当地で住宅購入を決断いたしま

した。 

土地利用といたしましては、木造２階建て駐車スペース２台

分、給水計画につきましては、さくら市事業水道管より取水いた

します。し尿及び雑排水は公共下水道に放流いたし、雨水につい

ては宅地内浸透を考えております。 

資金計画といたしましては、主に借入で対応いたします。３案

件とも金融機関からの融資証明書が添付されております。 

また、周辺の内への被害防除対策でございますけれども、周囲

には農地はございませんので問題ないと考えております。 

以上のような状況でございます。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第５号番号１番から３番について承認される方の挙手を

求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号１番から３番は、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第５号番号４番について、事務局の説明を求

めます。 

 

（議案第５号番号４番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約０．５ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 
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案内図５－４をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

本申請は売買により所有権を移転し太陽光発電設備を設置す

るための農地転用です。株式会社〇〇は、建設業を営んでいる資

本金５００万円の会社です。 

土地利用計画ですが、太陽光発電モジュールを１５４枚設置

し、発電出力 33.0ｋｗを計画しております。買電単価は 22.68

円であります。周囲には高さ 1.2mのフェンス設置を行います。 

資金計画ですが、ソーラー施設等設置工事費１，０２６万円、

土地取得費６０万円、諸経費４０万円、合計１，１２６万円を予

定しております。全額自己資金にて対応いたします。銀行の残高

証明も添付されております。 

周辺農地への被害防除ですが、北側が大きいのり面南側が道路

です東側、西側は農地ですがソーラーパネルは低い位置に設置い

たしますので、日照通風等への被害はないものと判断いたしま

す。取水排水はなく雨水につきましては、砂利敷により敷地内浸

透処理をいたします。 

２月１６日の農地利用最適化推進委員の調査会及び、本日の調

査会におきまして申請内容を確認したうえで現地調査を行いま

したが、問題なしと判断しております。皆様のご審議の程よろし

くお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第５号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号４番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第５号番号５番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第５号番号５番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、都市計画法に基づく用途地域の指定を受け

ていますので、第３種農地と判断し、申請の内容は、許可基準に
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適合しているものと判断します。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図５－５をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

この案件は、売買により太陽光発電施設として転用する案件で

ございます。 

申請者の合同会社○○は、○○○○に本社を置き太陽光発電事

業等を業とする資本金１，０００万円の法人であります。 

申請地は都市計画法の第１種住居地域であり、日照への障害物

が少ないこと、計画上の必要な面積が確保でき、売電するための

電線等が整備されているため今回の申請に至っております。 

土地利用計画。計画によりますと申請地に太陽光パネル３６０

枚を設置し発電出力 49.5ｋｗの発電量を確保しようとするもの

であります。施設周辺は高さ 1.8ｍのフェンスで囲みます。雨水

については敷地内自然浸透とし、その他取水排水はありません。 

資金計画につきましては、総事業費２，１２８万円を全額自己

資金にて賄う事としており金融機関の残高証明が添付されてお

ります。なお、今回の売電価格は１８円でございます。 

周辺農地への影響でありますが、２２日の推進委員の現地調

査、並びに本日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえ

で、現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。以上

のような状況でございます。ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号５番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして議案第５号番号６番について事務局の説明を求め

ます。 
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（議案第５号番号６番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、都市計画法に基づく用途地域の指定を受け

ていますので、第３種農地と判断し、申請の内容は、許可基準に

適合しているものと判断します。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図５－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

この案件は、売買により太陽光発電敷地として転用する案件で

ございます。 

申請者の株式会社○○は、○○○○に本社を置き再生可能エネ

ルギーによる発電事業等を業とする資本金４，０００万円の法人

であります。 

申請地は都市計画法の第２種住居地域であり、日照への障害物

が少ないこと、計画上の面積が確保でき、かつ道路に接道、維持

管理も容易であるため、今回の申請に至っております。 

計画によりますと申請地に太陽光パネル３６０枚を設置し最

大出力 111.6ｋｗの発電量を確保しようとするものであります。

施設周辺は高さ 1.5ｍのフェンスで囲みます。雨水については敷

地内自然浸透とし、その他取水排水はありません。 

資金計画につきましては、総事業費１，７７１万円を全額自己

資金にて賄う事としており金融機関の残高証明が添付されてお

ります。なお、今回の売電価格は１８円でございます。 

周辺農地への影響でありますが、２２日の推進委員の現地調

査、並びに本日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえ

で、現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。以上

のような状況でございます。ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ありませんので、採決に入ります。 

議案第５号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 
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全員挙手ですので、議案第５号番号６番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして議案第５号番号７番について、事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第５号番号７番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、〇〇字〇〇 〇〇番〇及び同所〇〇番〇に

ついては、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地の区域内に

ありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅

で、集落に接続して設置されるもの」であり、土地の選定経過書

等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内容は許可

基準に適合しているものと判断します。また、〇〇字〇〇 〇〇

番〇については、「水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域であって申請地からおおむ

ね 500ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設ま

たは公益的施設が存する」区域ですので、第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。以上で

す。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図５－７をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は周囲を東が宅地、西が農地、南が道路、北が道路に囲

まれた土地であります。 

本申請は、〇〇氏が使用貸借により、長屋住宅敷地として転用

する案件でございます。なお、〇〇氏と〇〇氏は夫婦でございま

す。 

転用行為の必要性と土地の選定理由、現在畑として利用してお

りますが、土地の有効利用を考え長屋住宅を計画いたしました。

また、申請地西側は今後も農地として利用いたします。 

申請地は上下水道が整備され、近隣には小中学校、高校等が存

在しとても利便性の良い土地です。 

長屋住宅の進入道路は南側通路と、また畑に入る通路の共同の

通路として利用したいと考えています。 

土地の利用計画、計画によりますと、長屋住宅１棟８世帯の建

物となります。駐車場は１６台を確保しようとするものでありま

す。取水は公共水道に接続し、汚水は公共下水道に放流いたしま
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す。雨水については敷地内浸透処理といたします。 

資金計画につきましては、総事業費８，７３０万円を全額自己

資金で賄うこととしており、金融機関の残高証明書も添付されて

います。 

周辺農地への影響でございますが、２月１８日に最適化推進委

員と一緒に現地調査を行いました。また本日の調査会におきまし

て申請内容を確認したうえで現地調査を行いましたが問題ない

と判断しております。以上のような状況でございます。ご審議の

程よろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号７番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５番号７番は、原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第５号番号８番について、事務局の説明を求

めます。 

 

（議案第５号番号８番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「農業用施設」であり、申請の内容は許可基準に適合してい

るものと判断します。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図５－８をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

この案件は、申請地５８４㎡に障害者就労支援施設、具体的に

は菌床シイタケ生産施設を設置し、申請人の子供４人が所有して

いる土地を使用貸借により申請するものであります。 

申請者の○○は、○○○○に本店を置き障害者の日常生活およ

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ
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ービス事業の経営を主な業とする資本金１０万円の法人であり

ます。 

土地の選定理由として、平成１２年に夫が死亡し、農地法の許

可を受け菌床シイタケ生産施設として利用してきたハウスが３

棟あります。その隣接地を転用するものであります。 

土地利用としまして、菌床シイタケ培養、発生ハウス１棟 239.2

㎡、トイレ１棟 4.47㎡、他駐車場として利用します。 

資金計画につきましては、総事業費２，０００万円は借入金に

て賄います。 

周辺農地への影響でありますが、２２日の最適化推進委員の現

地調査、並びに本日の調査会におきまして申請の内容を確認した

うえで、現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。

以上のような状況でございます。ご審議の程よろしくお願いいた

します。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号８番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５番号８番は、原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第６号「農用地利用集積計画の決定及び農用地利用

配分計画に係る意見について」を議題に供します。事務局の説明

を求めます。 

 

この議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき

市が定める農用地利用集積計画、及び農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条第３項の規定に基づき市が意見を求める農

用地利用配分計画となります。平成３０年度第１１号公告予定年

月日は平成３１年２月２８日です。計画の内容といたしまして

は、利用権設定が新規２２件、再設定２９件、農地中間管理権取

得が３件、その他所有権移転が２件となっております。なお、詳

細については、別添の農用地利用集積計画書のとおりです。以上
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です。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号は原案どおり承認されました。 

次に、議案第７号「平成３１年度農作業賃金標準額について」

を議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

平成３１年度農作業賃金標準額について説明いたします。 

農作業賃金標準額は、農作業の受委託において、委託者及び受

託者間で適正な労働賃金等を設定できるよう、その目安となるも

のを定めたものであります。毎年、事業年度開始前に見直しを行

い、農業委員会総会の承認を経て、公表を行っているものでござ

います。 

今年度においては、去る１月２９日午後１時から中山隆会長、

齋藤敏一職務代理者、各調査会委員長、生産者の代表者及びＪＡ

担当者による検討会議を開催し、会議の結果次の点について改正

することに決定いたしましたのでご説明申し上げます。 

別添、資料議案第７号平成３１年度農作業賃金等の標準額につ

いてを御覧ください。 

まず、１点目として、「水稲」に係る作業のうち、「機械田植」

に係る作業について、１０ａあたり「6,804 円」を「7,560 円」

に、同じく摘要欄に記載の「施肥植付（肥料別）」について「8,228

円」を「9,180円」に変更。 

２点目として、同じく「水稲」に係る作業に、「色彩選別機」

による作業「１俵あたり 648円」と「レーザーレベラー」による

作業「１０ａあたり 16,200円から」を追加。 

３点目として、消費税に係る表示については、「８％税込み」

とし、消費税率に改正があった場合の増減額分については、当事

者間で協議することとする。 

以上の３点でございます。 
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和氣 

なお、賃借料情報については、昨年１月から１２月までに、農

業経営基盤強化促進法における利用権設定を締結した際の賃借

料の水準、１０ａあたりの年額となっております。以上です。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

レーザーレベラーによる作業１０ａあたり 16,200 円からとな

っていますがこれはどのように考えたらよいのでしょうか。とい

うことは個人との相対ということでよろしいのでしょうか。 

 

私から説明します。 

先日協議した中では、1回ぐらいで平らになる場合の金額であ

り、何度もやらないと平らにならない場合は相談によるというこ

とで、最低でこの金額ということです。あとはご相談くださいと

いうことはそういうことです。 

 

わかりました。 

 

その他ありますか。 

 

 【ありませんの声あり】 

 

ないようですので、採決に入ります。 

議案第７号について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第７号は原案どおり承認されました。 

それでは休憩にしたいと思います。１４時５０分まで休憩とし

ます。 

 

（午後２時３９分～午後２時５０分までの間休憩） 

 

それでは再開いたします。 

議案第８号「耕作放棄地の非農地通知書交付について」を議題

に供します。番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第８号番号１番について朗読して説明する。） 
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（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良については未実施、現地確認担当者𠮷成重

男委員、現地確認日につきましては、平成３０年９月１９日でご

ざいます。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

この写真を見る通り、十数年来耕作をしていないということ

で、山というか原野の状況になっております。現地を確認しまし

たが農地に復元するのは非常に困難であると判断をいたしまし

た。土地がまとまっておりますので、周辺農地への被害はないも

のと考えます。皆様のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第８号番号２番について、事務局の説明を求

めます。 

 

（議案第８号番号２番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振については白地、土地改良は未実施、現地確認担当者は小

池利一委員、現地確認日は平成３０年９月３日であります。 

 

担当委員の説明願います。 

 

ただ今の事務局説明のとおりです。 

この土地には入る道路もない状態で、他の田を借りなければ入

れない状況です。農機具も当然入れないところです。よろしくご

審議ください。 
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それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号２番について承認される方の挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号２番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第８号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第８号番号３番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振については白地、土地改良は未実施、現地確認担当者は大

塚明美委員、現地確認日は平成３０年９月１８日であります。以

上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

写真をご覧ください。現在篠竹、柳等が生えており入っていけ

ない状態となっております。詳細は事務局説明のとおりですの

で、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号３番は原案どおり承認され

ました。 
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小池 

続きまして、議案第８号番号４番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第８号番号４番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振については農用地、土地改良は未実施、現地確認担当者は

千野根友治委員、現地確認日は平成３０年１０月１日でありま

す。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

写真をご覧ください。ここはほとんど傾斜地に近い場所で農地

としての作業が出来ない状態であります。詳細は事務局説明のと

おりですので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号４番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第８号番号５番について事務局の説明求めま

す。 

 

（議案第８号番号５番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良は未実施、現地確認担当者は小池利一委員、

現地確認日につきましては平成３０年９月３日となっておりま

す。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

申請地は、事務局から説明があった通りで、写真のとおりトラ
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和氣 

クターも入れないところでずっと耕作されておりません。ご審議

のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号５番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第８号番号６番について事務局の説明求めま

す。 

 

（議案第８号番号６番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振は白地、土地改良は未実施、現地確認担当者は千野根友

治委員、現地確認日につきましては平成３０年１０月１日となっ

ております。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

申請地は窪地で三方は森林の中にあるというような状況です。

ご審議のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号６番は原案どおり承認され
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和氣 

 

 

 

 

和氣 
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小池 

ました。 

続きまして、議案第８号番号７番について事務局の説明求めま

す。 

 

（議案第８号番号７番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振は白地、土地改良は未実施、現地確認担当者は大塚明美委

員、現地確認日につきましては平成３０年９月１８日となってお

ります。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

詳細につきましては事務局の説明のとおりです。写真のとおり

現地は篠竹が密生しています。ご審議のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号７番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号７番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第８号番号８番について事務局の説明求めま

す。 

 

（議案第８号番号８番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振は農用地、土地改良は内川沿岸土地改良区、現地確認担当

者は小池利一委員、現地確認日につきましては平成３０年９月３

日となっております。以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

ただ今事務局から説明があった通りです。崖の下で、元は河川
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だったところで一度しか耕作されていません。ご審議のほどお願

いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号８番について承認される方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号８番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第９号「さくら市における農地等の利用の最適化の

推進に関する意見書について」を議題に供します。事務局の説明

を求めます。 

 

さくら市における農地等の利用の最適化の推進に関する意見

書について説明いたします。 

前回の定例会において、意見書案をお示しし、委員のみなさま

の意見を頂戴した結果、皆様からの意見を踏まえ修正を加え、会

長、職務代理と調整することとなりました。 

この結果に従いまして、意見書案を再度修正し、さる１月２９

日に会長、職務代理、各調査会委員長にお示しし、意見書をまと

めたものです。 

前回からの修正箇所をご説明します。 

（修正箇所を説明） 

以上です。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

それでは、この内容で意見書を市長へ提出することについて、承

認される方の挙手を求めます。 
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 議長 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、原案どおり意見書を市長へ提出することと

します。 

それでは、議事については終了しました。 

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」番号１番から１０番、報告第２号「農地法第３条の３第１項

の規定による届出書について」番号１番から１０番はお目通しを

願います。 

 

本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちましてさくら市

農業委員会２月定例総会を閉会いたします。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

（午後３時２０分閉会） 

 

 


